
和歌山県立医科大学附属病院連携登録医制度会則  
 
（目的） 
第１条 和歌山県立医科大学附属病院（以下「当院」）と県下及び隣接する府県の医療機関
が相互に協力して、県民が必要とする良質で適切な医療を提供するために、医療機能の役
割分担と連携をより緊密にし、医療の充実と発展を図ることを目的とする。 
 
（入会） 
第２条 連携登録医（以下「登録医」という）は、第１条の目的に賛同した医療機関の管理者
及び勤務する医師、歯科医師とし、連携登録医申請書（様式第１号）及び個人情報保護に関
する誓約書（様式第２号）に必要事項を記入し、病院長に提出する。 
２ 病院長は、入会を認めた登録医に連携登録医証及びＩＤカードを発行する。 
３ 登録医の有効期間は１年とする。但し、退会の意思表示がない場合は自動的に更新され
る。 
４ 登録医を辞退する場合は、連携登録医辞退届（様式第３号）を、当院患者支援センター
に速やかに届け出けるとともにＩＤカードを返却するものとする。 
 
（登録医であることの広報） 
第３条 当院は登録医の一覧を院内掲示、当院のホームページを通じて広報する。 
 
（登録医の特典） 
第４条 登録医は診療科長または主治医の了解のもと、紹介患者のカルテの閲覧および   
診療上必要と思われる事項について情報を得ることができる。 
２ 登録医は、当院で開催する学術講演会、症例検討会などの医学集会に参加することが
できる。 
３  登録医は、当院の図書館での図書の閲覧、文献をコピーすることができる。但し、コピー
費用の負担は、病院職員と同等とする。 
４  登録医の年会費は無料とする。 
 
（遵守事項） 
第５条 登録医は、当院内ではＩＤカードと名札を着用し、当院の諸規程を遵守するものとす
る。 
２ 登録医は、診療について当院職員に対し、直接指示することはできないものとする。 
 
（個人情報の保護） 
第６条 当院及び登録医は、患者情報の共有に際して、個人情報保護法等に則って、患者 
の個人情報の漏洩等が起きないよう最善の注意を払うこととする。 
 
（その他） 
第７条 登録医としてふさわしくないと認めたときには、登録を取り消すことができる。 
２ 疑義が生じた場合、附属病院内において協議するものとする。 
 
（事務局） 
第８条 登録医制度運用の事務局は、当院患者支援センターに置く。 
 
（運用細則） 
第９条 登録医制度の運用細則は、別に定めるものとする。 
 
附則 
この会則は平成２３年１１月１６日から施行する。 
この会則は平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 


